
 　

税問
合
先　

税
務
課

市
・
府
民
税
の
申
告
受
付

期
間　

２
月
16
日
㈭
〜
３
月
15
日
㈬

（
土
・
日
曜
日
除
く
）

時
間　

午
前
９
時
〜
11
時
30
分

　
　
　

午
後
０
時
45
分
〜
４
時
30
分

場
所　

市
役
所 

１
階
１
０
１
会
議
室

必
要
な
も
の

●
申
告
用
紙
（
税
務
課
に
設
置
）

●
印
鑑
（
認
め
印
）

●
平
成
28
年
分
の
給
与
や
公
的
年
金

等
の
源
泉
徴
収
票
や
収
入
の
わ
か
る

書
類

●
控
除
の
た
め
の
証
明
書
や
領
収
書
、

障
害
者
手
帳
な
ど

●「
番
号
確
認
」の
た
め
の
書
類（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド
）

●「
身
元
確
認
」の
た
め
の
書
類（
顔

写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）
の
場
合

は
１
点
。
顔
写
真
な
し
の
身
分
証
明

書
の
場
合
は
２
点
）

※
申
告
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、「
番

号
確
認
」
の
た
め
の
書
類
の
写
し
と

「
身
元
確
認
」
の
た
め
の
書
類
の
写

し
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
安
全
管
理
の
た
め
、
郵
送

に
つ
い
て
は
、
配
達
記
録
な
ど
、
安

全
措
置
を
施
し
た
方
法
で
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

■
公
的
年
金
等
以
外
に
収
入
が
な
い

人
は
、
申
告
を
す
る
義
務
は
あ
り
ま

せ
ん
。
公
的
年
金
等
の
支
払
者
に
届

け
出
て
い
る
以
外
で
、
次
の
よ
う
な

場
合
、
申
告
を
す
る
と
税
額
が
減
額

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘

れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
扶
養
し
て
い
る
親
族
が
あ
り
、
扶

養
控
除
が
受
け
ら
れ
る

●
健
康
保
険
料
の
支
払
い
な
ど
で
社

会
保
険
料
控
除
が
受
け
ら
れ
る

●
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え
、
医
療

費
控
除
が
受
け
ら
れ
る

■
平
成
28
年
中
に
収
入
が
な
く
税
額

が
発
生
し
な
い
人
で
も
、
公
営
住
宅
の

入
居
や
奨
学
金
の
申
請
な
ど
、
所
得

に
関
す
る
証
明
書
が
必
要
な
と
き
は
、

申
告
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

■
市
・
府
民
税
の
税
額
を
計
算
す
る

資
料
に
は
、
市
へ
の
申
告
書
の
ほ
か
に

給
与
支
払
報
告
書
、
公
的
年
金
等
支

払
報
告
書
、
確
定
申
告
書
な
ど
が
あ

り
、
申
告
し
た
所
得
以
外
の
収
入
が
あ

る
場
合
や
、
扶
養
控
除
の
対
象
者
に

要
件
を
超
え
る
収
入
が
あ
る
場
合
な

ど
は
、
申
告
時
の
想
定
税
額
と
実
際

の
税
額
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

軽
自
動
車
税

廃
車
手
続
き
は３月

31
日
ま
で
に

　

原
動
機
付
自
転
車
・
二
輪
・
軽
二

輪
・
軽
四
輪
な
ど
に
か
か
る
軽
自
動

車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
に
登

録
し
て
い
る
車
両
の
所
有
者
（
使
用

者
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２
日

以
降
に
廃
車
手
続
を
し
た
場
合
、
平

成
29
年
度
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

使
用
し
な
く
な
っ
た
車
両
や
、
他

の
人
に
譲
渡
し
た
車
両
、
ス
ク
ラ
ッ

プ
や
盗
難
な
ど
で
所
有
し
な
く
な
っ

た
車
両
は
、
３
月
31
日
㈮
ま
で
に
廃

車
な
ど
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、市
外
へ
転
出
す
る
場
合
は
、

車
両
の
住
所
変
更
手
続
き
も
し
て
く

だ
さ
い
。

※
廃
車
手
続
き
を
す
る
場
合
は
、
そ

の
車
両
の
軽
自
動
車
税
を
完
納
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先

●
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
cc
ま

で
）、
小
型
特
殊
自
動
車
（
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
な
ど
）、
ミ
ニ
カ
ー
…
税
務
課

●
軽
二
輪
・
二
輪
の
小
型
自
動
車
…

和
泉
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
（
和

泉
市
上
代
町
官
有
地 

☎
０
５
０
・
５

５
４
０
・
２
０
６
０
）

●
軽
四
輪
・
軽
三
輪
自
動
車
…
軽
自

動
車
検
査
協
会 

大
阪
主
管
事
務
所

和
泉
支
所
（
堺
市
西
区
山
田
２
丁

１
９
０
番
地
の
３ 

☎
０
５
０
・
３
８

１
６
・
１
８
４
２
）

平
成
28
年
分

所
得
税
等
の
確
定
申
告

【
税
務
署
の
申
告
会
場
】

日
時　

２
月
16
日
㈭
〜
３
月
15
日
㈬

（
土
・
日
曜
日
除
く
） （
申
告
相
談
受

付
は
午
後
４
時
終
了
）

※
２
月
15
日
㈬
ま
で
、
税
務
署
は
大

変
混
雑
し
対
応
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
事
前
の
申
告
会
場
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

【
事
前
の
申
告
会
場
】

日
時　

２
月
８
日
㈬
〜
14
日
㈫（
土
・

日
曜
日
除
く
） 

午
前
10
時
〜
午
後
４

時
（
昼
休
憩
除
く
）

場
所　

た
じ
り
ふ
れ
愛
セ
ン
タ
ー

※
駐
車
場
が
狭
い
た
め
、
公
共
交
通

機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
イ
オ

ン
モ
ー
ル
り
ん
く
う
泉
南
に
は
、
申

告
会
場
を
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
岸
和
田
・
泉
佐
野
税
務
署
の

合
同
申
告
書
作
成
会
場
】

日
時　

２
月
19
日
㈰
・
26
日
㈰

（
申
告
相
談
受
付
は
午
後
４
時
終
了
）

場
所　

岸
和
田
税
務
署
（
岸
和
田
市

土
生
町
２
丁
目
28
番
１
号
）

※
専
用
の
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。
混
雑
状
況
に
よ
り
、
早
め

に
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
午
前
９
時
〜
10
時
頃
は
特
に
混

雑
し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

近畿運輸局からのお知らせ
～自動車の登録手続きはお早めに～

　自動車の登録手続きは、自動車の使用の本拠の位
置を管轄する運輸支局、事務所で行うこととなって
います。3月下旬は窓口が大変混雑しますので、3月
中旬までに済ませてください。
登録手続き自動音声案内（24時間対応）・問合先
和泉自動車検査登録事務所（☎050-5540-2060）
※複雑な事例などは、オペレーターが対応（開庁
日の午前8時30分～午後5時15分）します。 

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

☎
４
６
２・
３
４
７
１

12広報いずみさの 平成29年2月号

泉佐野市H29.02月号.indb   12 2017/01/20   10:46:40


	税
	市・府民税の申告受付
	軽自動車税廃車手続きは３月31日までに
	税務署からのお知らせ
	平成28年分所得税等の確定申告
	【税務署の申告会場】
	【事前の申告会場】
	【岸和田・泉佐野税務署の合同申告書作成会場】


	近畿運輸局からのお知らせ～自動車の登録手続きはお早めに～


